
キャリアコンサルタントとして登録後に技能検定キャリアコンサルティング職種に合格された方は

キャリアコンサルタント更新講習の
受講が免除されます

キャリアコンサルタント登録制度の概要

キャリアコンサルタントの登録を継続するためには５年ごとに更新を受けることが必要となります。
更新を受けるためには、知識講習（8時間以上）、技能講習（30時間以上）を受ける必要があります。

⚫ キャリアコンサルタントとして登録後に、技能検定キャリアコンサルティング職種に合格した場合は、その合格後5年以内に行
う更新において知識講習及び技能講習が免除されます。

⚫ 技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格した方は、技能講習が免除されます。

キャリアコンサルタントの登録の更新について

厚生労働省HP：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consulting.html

厚生労働省HP： http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consultant02.html 

免除
更新の際は常に

＊「知識講習」免除は技能検定キャリアコンサルティング
職種の合格後5年以内の更新時のみ

技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格した場合

及び
免除

技能検定キャリアコンサルティ
ング職種の合格後5年以内の
更新時のみ

キャリアコンサルタントとして登録後に技能検定キャリアコンサルティング職種1級または2級に合格した場合

知識講習8時間以上 技能講習30時間以上

技能講習30時間以上


